
 

 

（公財）恵那市体育連盟常勤役員の報酬支給基準 
 

 

 （目的） 

第１条 この基準は、公益財団法人恵那市体育連盟(以下「法人」という。)定款第２８条第４項の規定に

基づき、常勤役員に対する報酬の支給基準を定めるものとする。 

(常勤役員の定義) 

第２条 前条の常勤役員とは、定款第２２条第２項に定める業務執行理事で、公益財団法人恵那市体育

連盟職員の給料等に関する規程に定める嘱託職員として雇用される者をいう。 

 （常勤役員の報酬支給基準） 

第３条 常勤役員には、労務に対する報酬を支給することができる。 

２ 前項に定める労務に対する報酬とは、法人から常勤役員に支払われる給料(賃金)手当及び賞与とし、

評議員会で定める総額を超えない予算の範囲とする。 

３ 前二項の定めにかかわらず、事務局員を兼ねる常勤役員には、事務職員としての給料手当の他は、役

員としてのいかなる報酬も支払わない。 

 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成３０年４月１日より施行する。 

この基準は、令和４年４月１日より施行する。 


